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各都道府県建設業協会会長 殿 

 

一般社団法人 全国建設業協会 

会 長  近 藤 晴 貞 

〔 公 印 省 略 〕 

 

 

建築物の解体工事における安全確保について 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、平成 29 年 1 月 25 日に福岡県福岡市内のビル解体工事において、外壁の倒

壊により、大惨事となりかねない事故が発生したことから、国土交通省では「建築

物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライ

ンについて」（平成 15 年 7 月 3 日付国土交通省総合政策局長、住宅局長通知（以下

「ガイドライン」という。））について、改めて周知するとともに、関係法令及びガ

イドライン等に基づき、建築物の解体工事における安全確保に必要な対策を講じる

よう本会に対して要請がありました。 

つきましては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、貴会会員企業の皆様に対しガイ

ドラインの周知と共に建築物の解体工事における安全確保に万全を期していただ

けるよう周知賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

以上 

 

（担当）事業部 松縄 
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